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告 示

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の２第９項の規定により、旭川市平和地区
（近文工区・共栄工区）の換地処分をした。
平成 年 月１日

北海道知事 高 橋 はるみ

解 除 の 理 由 用排水路用地とするため
２ 解除に係る保安林の所在場所 河西郡芽室町坂の上 線 の２・ の２（以上２筆

について次の図に示す部分に限る。）
保安林として指定された目的 風害の防備
解 除 の 理 由 用排水路用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を北海道十勝支庁経済部林務課並びに帯広市役所及び
芽室町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定を解除する予定である旨、森林法（昭和 年
法律第 号）第 条の規定による通知があった。

平成 年 月１日
北海道知事 高 橋 はるみ

１ 解除予定保安林の所在場所 苫前郡初山別村字豊岬 の９（国有林）、 の２、
の３、 の７

保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
解 除 の 理 由 指定理由の消滅

２ 解除予定保安林の所在場所 沙流郡平取町字貫気別 の３（次の図に示す部分
に限る。）

保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
解 除 の 理 由 河川管理施設用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を北海道水産林務部治山課及び平取町役場に備え置い
て縦覧に供する。）

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する。
平成 年 月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件の変更に係る保 釧路郡釧路町（次の図に示す部分に限る。）

安林の所在場所
保安林として指定された目的 霧害の防備
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

次の森林については、主伐は、択伐による。
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北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する。
平成 年 月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除に係る保安林の所在場所 帯広市美栄町 の１（次の図に示す部分に限る。）

保安林として指定された目的 風害の防備
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釧路町（次の図に示す部分に限る。）
その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
２ 指定施業要件の変更に係る保 釧路郡釧路町（次の図に示す部分に限る。）

安林の所在場所
保安林として指定された目的 公衆の保健
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道釧路支庁経
済部林務課及び釧路町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

昭和 年北海道告示第 号（海岸保全区域の指定）の一部を次のように改正する。
その関係図面は、北海道建設部空港港湾課に備え置いて縦覧に供する。
平成 年 月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
港湾区域内海岸保全区域の表渡島南沿岸の函館港海岸の函館港の函館市の項海岸保全区

域の欄中４の項を削る。

支 庁 告 示

北海道上川支庁告示第 号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年 月１日

北海道上川支庁長 橋 教 一
１ 入札に付する事項

調達をする物品等の名称及び数量
ア 送水パイプ 薄肉鋼管 本
イ 送水パイプ 薄肉鋼管 本
ウ 送水パイプ 薄肉鋼管 本
エ 送水パイプ 薄肉鋼管 本
オ 異形ジョイント 個
カ ベンド ° 個
キ 字管 個
ク 開栓バルブ 個
ケ エンドプラグ 個
コ リール式散水施設 台
サ 加圧ポンプ 式 台
調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
納 入 期 限 平成 年３月 日
納 入 場 所 北海道上川郡東神楽町字八千代ヶ岡 （八千代第１ファー

ムポンド）
２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変
更し、同条第２項の規定により道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部道路整備課及び北海道稚内土木現業所に備え置いて、告示
の日から２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年 月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 道路の種類 道道
２ 路 線 名 船泊港利礼公園線
３ 道路の区域

区 間 変更前後の別 敷地の幅員 延 長 国道等との重複区間
礼文郡礼文町大字船泊村字ベンザイトマリ
番１地先から礼文郡礼文町大字船泊村字ベン
ザイトマリ 番４地先まで

前 から ――まで

後 から ――まで
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平成 年北海道告示第９号に規定する物品の購入の資格を有すること。
北海道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
北海道と締結した契約の履行に当たり、粗雑な契約履行、履行遅滞など債務者の責に
帰すべき理由による契約不履行その他重大な又は悪質な契約違反（以下「契約不履行
等」という。）をした者について、この入札に係る契約については契約不履行等をする
おそれがないと認められること。
会社更生法（平成 年法律第 号）に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民

事再生法（平成 年法律第 号）に基づく再生手続開始の決定を受けた者については、
更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたこと及び破産法（平成 年法律第
号）に基づく破産手続開始の決定を受けていないことが確認できた者であること。
契約の目的物に関し、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されてい
るものと認められること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
この入札は、地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の５の２の規定によ

る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の から までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなけ
ればならない。
ア 申 請 の 時 期 平成 年 月１日から 月 日まで
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
ウ 申請書類の提出先 北海道旭川市永山６条 丁目１番１号

北海道上川支庁総務部会計課
審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。

４ 契約条項を示す場所
北海道旭川市永山６条 丁目１番１号 北海道上川支庁総務部会計課

５ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 北海道旭川市永山６条 丁目１番１号 北海道上川合同庁舎

２階 号会議室（送付による場合は、郵便番号
北海道旭川市永山６条 丁目１番１号 北海道上川支庁総務部
会計課）

入 札 日 時 平成 年 月 日 午後２時（送付による場合は、平成 年
月 日までに必着）

開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 平成 年 月 日 午後２時

６ 入 札 保 証 金 平成 年北海道告示第 号の１の 及び による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 北海道旭川市永山６条 丁目１番１号

北海道上川支庁総務部会計課
交 付 方 法 の場所で交付する。ただし、入札説明書の交付に代えて、

当該入札説明書の内容を記録した電磁的記録を電子メールによ
り送信することもできるので、電子メールによる送信を希望す
る場合は、その旨を電話で９に定める契約担当組織に申し出る
こと。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成 年北海道告示第 号の２の のア及び３の による。

９ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 、 、 及び によるほか、次

による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道上川支庁総務部会計課
所 在 地 郵便番号 北海道旭川市永山６条 丁目１番１号

電話番号

．

．

．
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道立函館水産試験場告示

北海道立函館水産試験場告示第３号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年 月１日

北海道立函館水産試験場長 岩 崎 良 教
１ 入札に付する事項

調達をする特定役務の名称及び数量 試験調査船金星丸上架修理工事 一式
調達をする特定役務の仕様等 入札説明書による。
履 行 期 日 平成 年２月２日
履 行 場 所 造船所

２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
平成 年北海道告示第９号に規定する船舶の建造又は修理の資格を有すること。
道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
総トン数 トン型船舶（鋼船）の修理の能力を持っていること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
この入札は、地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の５の２の規定によ

る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならな
い。
ア 申 請 の 時 期 平成 年 月１日から 日まで
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号 北海道函館市湯川町１丁目２番 号

北海道立函館水産試験場企画総務部
審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。

４ 契約条項を示す場所

北海道函館市湯川町１丁目２番 号 北海道立函館水産試験場企画総務部
５ 入札執行の場所及び日時

入 札 場 所 北海道函館市湯川町１丁目２番 号 北海道立函館水産試験
場会議室（送付による場合は、郵便番号 北海道函
館市湯川町１丁目２番 号 北海道立函館水産試験場企画総務
部）

入 札 日 時 平成 年 月 日 午前 時 分（送付による場合は、必着）
開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

６ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の 及び による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 北海道函館市湯川町１丁目２番 号

北海道立函館水産試験場企画総務部
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る
返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 に見合う
郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、契
約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成 年北海道告示第 号の２の のア及び３の による。

９ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 及び によるほか、次による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道立函館水産試験場企画総務部
所 在 地 郵便番号 北海道函館市湯川町１丁目２番 号

電話番号

．

．
．
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道立釧路水産試験場告示

北海道立釧路水産試験場告示第１号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年 月１日

北海道立釧路水産試験場長 坂 下 功
１ 入札に付する事項

調達をする特定役務の名称及び数量 試験調査船北辰丸上架修理工事 一式
調達をする特定役務の仕様等 入札説明書による。
履 行 期 日 平成 年２月６日
履 行 場 所 造船所

２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
平成 年北海道告示第９号に規定する船舶の建造又は修理の資格を有すること。
道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
総トン数 トン型船舶（鋼船）の修理の能力を持っていること。
造船所内に乾ドック又は乾ドックに準ずる設備（特殊上架台及び斜路）を有すること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
この入札は、地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の５の２の規定によ

る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の 及び に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければ
ならない。
ア 申 請 の 時 期 平成 年 月１日から 日まで
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号 北海道釧路市浜町２番６号

北海道立釧路水産試験場企画総務部
審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。

４ 契約条項を示す場所
北海道釧路市浜町２番６号 北海道立釧路水産試験場企画総務部

５ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 北海道釧路市浜町２番６号 北海道立釧路水産試験場会議室

（送付による場合は、郵便番号 北海道釧路市浜町
２番６号 北海道立釧路水産試験場企画総務部）

入 札 日 時 平成 年 月 日 午前 時（送付による場合は、必着）
開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

６ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の 及び による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 北海道釧路市浜町２番６号

北海道立水産試験場企画総務部
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る
返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 に見合う
郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、契
約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成 年北海道告示第 号の２の のア及び３の による。

９ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 及び によるほか、次による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道立釧路水産試験場企画総務部
所 在 地 郵便番号 北海道釧路市浜町２番６号

電話番号

．

．
．
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